
議案第１２号 

 

 

嘉島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

嘉島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

 

令和８年３月２日提出 

 

                   嘉島町長 鍋田 平   

 

（提案理由） 

嘉島町国民健康保険特別会計の財政運営が非常に厳しい状況にあるので、被

保険者の税額負担を変更するため、嘉島町国民健康保険運営協議会より答申を

得た結果を踏まえ、本条例を制定する必要があるので、地方自治法第９６条第

１項第１号の規定により議会の議決を求める。 

 



 嘉島町国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

嘉島町国民健康保険税条例（昭和30年条例第20号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「100分の8.60」を「100分の8.40」に改める。  

第５条中「27,000円」を「28,400円」に改める。 

第５条の２第１号中「20,000円」を「19,800円」に改め、同条第２号中「10,00

0円」を「9,900円」に改め、同条第３号中「15,000円」を「14,850円」に改める。 

第６条中「100分の2.7」を「100分の3.00」に改める。 

第７条の２中「8,900円」を「10,300円」に改める。 

第７条の３第１号中「6,600円」を「7,100円」に改め、同条第２号中「3,300円」

を「3,550円」に改め、同条第３号中「4,950円」を「5,325円」に改める。 

第８条中「100分の1.90」を「100分の2.35」に改める。 

第９条の２中「12,000円」を「15,100円」に改める。 

  第２３条第１項第１号ア中「18,900円」を「19,880円」に改め、同号イ（ア）中

「14,000円」を「13,860円」に改め、同号イ（イ）中「7,000円」を「6,930円」に

改め、同号イ（ウ）中「10,500円」を「10,395円」に改め、同号ウ中「6,230円」

を「7,210円」に改め、同号エ（ア）中「4,620円」を「4,970円」に改め、同号エ

（イ）中「2,310円」を「2,485円」に改め、同号エ（ウ）中「3,465円」を「3,72

7円」に改め、同号オ中「8,400円」を「10,570円」に改め、同項第２号ア中「13,

500円」を「14,200円」に改め、同号イ（ア）中「10,000円」を「9,900円」に改め、

同号イ（イ）中「5,000円」を「4,950円」に改め、同号イ（ウ）中「7,500円」を



「7,425円」に改め、同号ウ中「4,450円」を「5,150円」に改め、同号エ（ア）中

「3,300円」を「3,550円」に改め、同号エ（イ）中「1,650円」を「1,775円」に改

め、同号エ（ウ）中「2,475円」を「2,662円」に改め、同号オ中「6,000円」を「7,

550円」に改め、同項第３号ア中「5,400円」を「5,680円」に改め、同号イ（ア）

中「4,000円」を「3,960円」に改め、同号イ（イ）中「2,000円」を「1,980円」に

改め、同号イ（ウ）中「3,000円」を「2,970円」に改め、同号ウ中「1,780円」を

「2,060円」に改め、同号エ（ア）中「1,320円」を「1,420円」に改め、同号エ（イ）

中「660円」を「710円」に改め、同号エ（ウ）中「990円」を「1,065円」に改め、

同号オ中「2,400円」を「3,020円」に改め、同条第２項第１号ア中「4,050円」を

「4,260円」に改め、同号イ中「6,750円」を「7,100円」に改め、同号ウ中「10,8

00円」を「11,360円」に改め、同号エ中「13,500円」を「14,200円」に改め、同項

第２号ア中「1,335円」を「1,545円」に改め、同号イ中「2,225円」を「2,575円」

に改め、同号ウ中「3,560円」を「4,120円」に改め、同号エ中「4,450円」を「5,

150円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

（適用区分） 

第２条 改正後の嘉島町国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、な



お従前の例による。  

 



 嘉島町国民健康保険税条例（昭和30年条例第20号）新旧対照表 

現行 改正後 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得

に係る地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第3

14条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額

から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林

所得金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）

に100分の8.60を乗じて算定する 

２ 略 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人につい

て27,000円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８

号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資

格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するもの

をいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する

世帯であって同日の属する月（以下この号において「特定月」

という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次号、第７

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得

に係る地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第3

14条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額

から同条第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林

所得金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）

に100分の8.40を乗じて算定する 

２ 略 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険者１人につい

て28,400円とする。 

 （国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額） 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８

号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資

格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するもの

をいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する

世帯であって同日の属する月（以下この号において「特定月」

という。）以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世

帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。次号、第７



条の３及び第23条第１項において同じ。）及び特定継続世帯（特

定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世

帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以

後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保

険者がいない場合に限る。）をいう。第３号、第７条の３及び

第23条第１項において同じ。）以外の世帯 20,000円 

（2） 特定世帯 10,000円 

（3） 特定継続世帯 15,000円  

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得 

割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に1

00分の2.7 を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額） 

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人に

ついて8,900円 とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額） 

第７条の３ 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（1） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,600円 

（2） 特定世帯 3,300円 

（3） 特定継続世帯 4,950円 

条の３及び第23条第１項において同じ。）及び特定継続世帯（特

定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世

帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以

後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保

険者がいない場合に限る。）をいう。第３号、第７条の３及び

第23条第１項において同じ。）以外の世帯 19,800円 

（2） 特定世帯 9,900円  

（3） 特定継続世帯 14,850円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得 

割額） 

第６条 第２条第３項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に1

00分の3.00を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保

険者均等割額） 

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均等割額は、被保険者１人に

ついて10,300円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯

別平等割額） 

第７条の３ 第２条第３項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（1） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,100円 

（2） 特定世帯 3,550円 

（3） 特定継続世帯 5,325円 



（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係

る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.90を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第９条の２ 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税

被保険者１人について12,000円とする。 

（国民健康保険税の減額） 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者

に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課

税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が66万円を超える場合には、66万円）、同条第３項本文の後期高

齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が26万円を超える場合には26万円）並びに同条第

４項本文の介護納付金課税額からオに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円）の合算

額とする。 

（1） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得

を有する者(前年中に法第703条の５第１項に規定する総所得金

額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第１項に規定す

る給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除後の控

除を受けた者(同条第１項に規定する給与等の収入金額が55万

（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第８条 第２条第４項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係

る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.35を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額） 

第９条の２ 第２条第４項の被保険者均等割額は、介護納付金課税

被保険者１人について15,100円とする。 

（国民健康保険税の減額） 

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者

に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課

税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が66万円を超える場合には、66万円）、同条第３項本文の後期高

齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が26万円を超える場合には26万円）並びに同条第

４項本文の介護納付金課税額からオに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が17万円を超える場合には、17万円）の合算

額とする。 

（1） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得

を有する者(前年中に法第703条の５第１項に規定する総所得金

額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第１項に規定す

る給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除後の控

除を受けた者(同条第１項に規定する給与等の収入金額が55万



を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数

及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の５

第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第３項に規

定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公

的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳以上の者にあって

は当該公的年金等の収入金額が60万を超える者に限り、年齢65

歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が110万円を

超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数

の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)

が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を

超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について18,900円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 14,000円 

（イ） 特定世帯 7,000円 

（ウ） 特定継続世帯 10,500円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する

世帯主を除く。）１人について6,230円 

を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数

及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の５

第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第３項に規

定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公

的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳以上の者にあって

は当該公的年金等の収入金額が60万を超える者に限り、年齢65

歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が110万円を

超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数

の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)

が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を

超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について19,880円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 13,860円 

（イ） 特定世帯 6,930円 

（ウ） 特定継続世帯 10,395円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する

世帯主を除く。）１人について7,210円 



エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

  （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,620円 

  （イ） 特定世帯 2,310円 

  （ウ） 特定継続世帯 3,465円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について8,400円  

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１

を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき30万5,000円を加算した金

額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について13,500円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

  （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 10,000円 

  （イ） 特定世帯 5,000円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

  （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,970円 

  （イ） 特定世帯 2,485円 

 （ウ） 特定継続世帯 3,727円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について10,570円 

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者等の数から１

を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険

者及び特定同一世帯所属者１人につき30万5,000円を加算した金

額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について14,200円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

  （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,900円  

  （イ） 特定世帯 4,950円 



  （ウ） 特定継続世帯 7,500円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額後期高齢者支

援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項

に規定する世帯主を除く。）１人について4,450円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

  （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,300円 

  （イ） 特定世帯 1,650円 

  （ウ） 特定継続世帯 2,475円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について6,000円 

（3） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得

者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した

金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき56万円を

加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当

する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

  （ウ） 特定継続世帯 7,425円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する

世帯主を除く。）１人について5,150円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

  （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,550円 

  （イ） 特定世帯 1,775円 

  （ウ） 特定継続世帯 2,662円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について7,550円 

（3） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得 

金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国 

民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得 

者等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所得者 

等の数から１を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した 

金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき56万円を 

加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当 

する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均 

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）



１人について5,400円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

  （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,000円 

  （イ） 特定世帯 2,000円 

  （ウ） 特定継続世帯 3,000円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する

世帯主を除く。）１人について1,780円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

  （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,320円 

  （イ） 特定世帯 660円 

（ウ) 特定継続世帯 990円  

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について2,400円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日

以後の最初の３月31日以前である被保険者(以下「未就学児」とい

う。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者

均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した

被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合

１人について5,680円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

  （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,960円 

  （イ） 特定世帯 1,980円 

  （ウ） 特定継続世帯 2,970円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する

世帯主を除く。）１人について2,060円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

  （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,420円 

  （イ） 特定世帯 710円 

（ウ) 特定継続世帯 1,065円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護

納付金課税被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について3,020円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日

以後の最初の３月31日以前である被保険者(以下「未就学児」とい

う。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者

均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した

被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合



にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被

保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める額を減額した額とする。 

(1)  国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人につ

いて次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 4,050円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 6,750円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 10,800円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 13,500円 

(2)  国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未

就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 1,335円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 2,225円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 3,560円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 4,450円 

３ 略 

 

にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被

保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める額を減額した額とする。 

(3)  国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人につ

いて次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 4,260円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 7,100円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 11,360円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 14,200円 

(4)  国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未

就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 1,545円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 2,575円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 4,120円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 5,150円 

３ 略 

 

 


